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報告第 ３ 号 

 

市長専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したから、同

条第２項の規定により報告する。 

記 

 損害賠償の額の決定について 

 

  令和６年６月５日提出                                       

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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専第 ７ 号  

 

専   決   処   分   書  

 

損害賠償の額の決定について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づい

て議会の議決により指定された市長の専決処分事項である損害賠償の額の決

定について、同項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

                  記  

１ 事故区分及び事故発生年月日 

  物損事故 

  令和６年３月１３日（水）午後４時頃 

２ 事故発生場所 

  セラビーいこま 

３ 損害賠償額 

  ２８５，７４８円 

４ 事故の概要 

  上記場所において、駐車場内の老朽化した車止めが車両に損傷を与えた

もの。 

 

令和６年５月１０日 

生駒市長 小 紫 雅 史  
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報告第 ４ 号 

 

市長専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したから、同

条第２項の規定により報告する。 

記 

 損害賠償の額の決定及び和解について 

 

  令和６年６月５日提出                                       

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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専第 ８ 号  

 

専   決   処   分   書  

 

損害賠償の額の決定及び和解について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づい

て議会の議決により指定された市長の専決処分事項である損害賠償の額の決

定及び和解について、同項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

                  記  

１ 事故区分及び事故発生年月日 

  物損事故 

  令和６年３月２６日（火）午後３時頃 

２ 事故発生場所 

  生駒市壱分町地内 

３ 損害賠償額 

  ２８，６００円 

４ 事故の概要 

  上記場所において、車で走行中、市道の舗装表面に発生していた穴ぼこ

により車両に損傷を与えたもの。（市の過失割合５０％） 

 

令和６年５月１３日 

生駒市長 小 紫 雅 史  
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報告第 ５ 号 

 

市長専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したから、同

条第２項の規定により報告する。 

記 

 損害賠償の額の決定及び和解について 

 

  令和６年６月５日提出                                       

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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専第 ９ 号  

 

専   決   処   分   書  

 

損害賠償の額の決定及び和解について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づい

て議会の議決により指定された市長の専決処分事項である損害賠償の額の決

定及び和解について、同項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

                  記  

１ 事故区分及び事故発生年月日 

  物損事故 

  令和６年４月２８日（日）午後９時頃 

２ 事故発生場所 

  生駒市高山町地内 

３ 損害賠償額 

  ８７，４００円 

４ 事故の概要 

  上記場所において、車で走行中、市道の舗装表面に発生していた穴ぼこ

により車両に損傷を与えたもの。（市の過失割合４０％） 

 

令和６年５月２１日 

生駒市長 小 紫 雅 史  

-6-



報
告
第
　
６
　
号

［
単
位
　
円
］

款
項

事
　
　
業
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

既
 
収
 
入

特
定
財
源

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
 
の
 
他

総
務
管
理
費
人

事
管

理
費

1
,
2
1
0
,
0
0
0

1
,
2
1
0
,
0
0
0

1
,
2
1
0
,
0
0
0

戸
籍
住
民

基
本
台
帳
費
戸
籍
住
民
基
本
台
帳
事
務
費

1
5
,
0
4
8
,
0
0
0

1
5
,
0
4
8
,
0
0
0

1
5
,
0
4
8
,
0
0
0

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に

対
す
る
物
価
高
騰
対
応

重
点
支
援
給
付
金
給
付
事
業

9
9
,
4
5
7
,
0
0
0

9
9
,
4
2
6
,
2
6
4

9
9
,
4
2
6
,
2
6
4

住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
に

対
す
る
物
価
高
騰
対
応

重
点
支
援
給
付
金
給
付
事
業

2
1
5
,
5
0
5
,
0
0
0

2
1
3
,
2
2
6
,
0
1
8

2
1
3
,
2
2
6
,
0
1
8

低
所
得
者
の
子
育
て
世
帯
に

対
す
る
物
価
高
騰
対
応

重
点
支
援
給
付
金
給
付
事
業

2
7
4
,
9
9
8
,
0
0
0

2
2
4
,
5
4
7
,
3
4
3

2
2
4
,
5
4
7
,
3
4
3

介
護
老
人
保
健
施
設
整
備
事
業

2
8
,
0
3
9
,
0
0
0

2
8
,
0
3
9
,
0
0
0

2
8
,
0
3
9
,
0
0
0

児
童

福
祉

経
費

1
8
,
7
7
7
,
0
0
0

1
4
,
1
0
9
,
2
0
0

1
4
,
1
0
9
,
2
0
0

児
童

手
当

支
給

経
費

2
,
4
2
0
,
0
0
0

2
,
4
2
0
,
0
0
0

2
,
4
2
0
,
0
0
0

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

ワ
ク

チ
ン

接
種

事
業

9
,
1
5
4
,
0
0
0

9
,
1
5
4
,
0
0
0

9
,
1
5
4
,
0
0
0

健
康

セ
ン

タ
ー

整
備

3
2
,
2
4
0
,
0
0
0

3
2
,
2
4
0
,
0
0
0

3
2
,
2
4
0
,
0
0
0

環
境

整
備

経
費

1
9
,
8
3
5
,
0
0
0

1
8
,
8
3
5
,
1
0
0

9
,
9
0
0
,
7
7
4

8
,
9
3
4
,
3
2
6

地
域

脱
炭

素
移

行
・

再
エ

ネ
推

進
事

業
2
2
8
,
8
0
8
,
0
0
0

2
2
8
,
8
0
8
,
0
0
0

2
2
8
,
8
0
8
,
0
0
0

清
掃

費
清
掃
リ
レ
ー
セ
ン
タ
ー
管
理
費

6
,
9
3
0
,
0
0
0

6
,
9
3
0
,
0
0
0

6
,
9
3
0
,
0
0
0

児
童
福
祉
費

民
生

費

社
会
福
祉
費

保
健
衛
生
費

衛
生

費

令
和
５
年
度
生
駒
市
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書 左
　
　
の
　
　
財
　
　
源
　
　
内
　
　
訳
　
　
　
　

未
　
収
　
入
　
特
　
定
　
財
　
源

一
 
般
 
財
 
源

総
務

費

-7-



［
単
位
　
円
］

款
項

事
　
　
業
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

既
 
収
 
入

特
定
財
源

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
 
の
 
他

左
　
　
の
　
　
財
　
　
源
　
　
内
　
　
訳
　
　
　
　

未
　
収
　
入
　
特
　
定
　
財
　
源

一
 
般
 
財
 
源

産
業
経
済
費
農

業
費
土

地
改

良
事

業
7
,
5
4
9
,
0
0
0

7
,
5
4
9
,
0
0
0

7
,
5
4
9
,
0
0
0

土
木
管
理
費
地
域
公
共
交
通
活
性
化
事
業

2
0
,
0
0
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0
,
0
0
0

道
路

管
理

費
2
0
,
0
0
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0
,
0
0
0

道
路
橋
梁
維
持
補
修
費

4
,
2
0
0
,
0
0
0

4
,
2
0
0
,
0
0
0

2
,
1
0
0
,
0
0
0

1
,
8
0
0
,
0
0
0

3
0
0
,
0
0
0

橋
梁

予
防

保
全

事
業

6
8
,
4
0
0
,
0
0
0

6
8
,
4
0
0
,
0
0
0

3
7
,
6
2
0
,
0
0
0

2
7
,
7
0
0
,
0
0
0

3
,
0
8
0
,
0
0
0

橋
梁

耐
震

化
事

業
9
,
0
0
0
,
0
0
0

9
,
0
0
0
,
0
0
0

4
,
2
5
5
,
9
0
0

3
,
8
0
0
,
0
0
0

9
4
4
,
1
0
0

道
路

新
設

改
良

事
業

7
9
,
2
2
0
,
0
0
0

7
9
,
2
2
0
,
0
0
0

1
2
,
6
0
3
,
0
0
0

2
6
,
2
0
0
,
0
0
0

4
0
,
4
1
7
,
0
0
0

河
川

水
路

改
修

事
業

4
2
,
7
3
2
,
0
0
0

3
6
,
8
5
3
,
8
0
0

2
6
,
8
0
0
,
0
0
0

1
0
,
0
5
3
,
8
0
0

ま
ち
づ
く
り
推
進
事
業

1
2
,
1
0
0
,
0
0
0

1
2
,
1
0
0
,
0
0
0

3
,
8
0
0
,
0
0
0

8
,
3
0
0
,
0
0
0

公
園

整
備

事
業

7
9
,
5
1
6
,
0
0
0

7
9
,
5
1
5
,
4
0
0

3
9
,
5
0
7
,
7
0
0

1
7
,
0
0
0
,
0
0
0

2
3
,
0
0
7
,
7
0
0

北
部
地
域
整
備
促
進
事
業

1
9
,
6
9
0
,
0
0
0

1
9
,
6
9
0
,
0
0
0

1
4
,
3
9
0
,
0
0
0

5
,
3
0
0
,
0
0
0

教
育
総
務
費
生
駒
南
小
学
校
・
中
学
校
整
備
事
業

7
,
9
2
0
,
0
0
0

7
,
9
2
0
,
0
0
0

7
,
9
2
0
,
0
0
0

小
学
校
費
小

学
校

施
設

管
理

費
3
,
3
4
0
,
0
0
0

3
,
3
4
0
,
0
0
0

3
,
3
4
0
,
0
0
0

中
学
校
費
中

学
校

施
設

管
理

費
1
0
,
4
9
1
,
0
0
0

1
0
,
4
9
1
,
0
0
0

1
0
,
4
9
1
,
0
0
0

社
会
教
育
費
体

育
施

設
整

備
事

業
1
4
,
8
2
9
,
0
0
0

1
4
,
8
2
9
,
0
0
0

4
,
9
4
3
,
0
0
0

9
,
8
0
0
,
0
0
0

8
6
,
0
0
0

令
和
６
年
６
月
５
日
提
出

生
駒
市
長
小
紫
雅

史

都
市
計
画
費

土
木

費

教
育

費

道
路
橋
梁

及
び
河
川
費

-8-



国
庫

補
助

金
納

 
 
付
 
 
金

損
益
勘
定

留
保
資
金

 
　

　
円

円
円

円
円

円
円

資
本

的
支

  
 出

建
設

改
良

費
新

設
改

良
事

業
4
0
7
,8

2
5
,0

0
0

4
7
,9

1
9
,0

0
0

3
5
5
,3

9
2
,0

0
0

0
2
0
,0

9
2
,0

0
0

3
3
5
,3

0
0
,0

0
0

4
,5

1
4
,0

0
0

0

生
駒
市
長

　
小
 
紫
　

雅
 
史

報
告

第
　

７
　

号

不
用
額

翌
年
度
繰

越
額

に
係

る
繰
越
を

要
す
る
た

な
卸
資
産

の
購
入
限

度
額

令
和
５
年
度
生
駒
市
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

地
方

公
営

企
業

法
第

２
６
条
第

１
項

の
規
定

に
よ
る

建
設

改
良

費
の

繰
越

額

　
　
　

令
和
６

年
６
月

５
日
提
出

款
項

事
　
業

　
名

予
算
計
上
額

支
払

義
務

発
生

額
説
明

翌
年

度
繰

越
額

左
の

財
源
内
訳

-9-



［
単
位

　
円

］

国
庫

補
助

金
企

　
業

　
債

損
益
勘
定

留
保
資
金

資
本

的
支

  
 出

建
設

改
良

費
新

設
改

良
事

業
8
5
,
2
3
3
,
0
0
0

1
0
,
0
3
3
,
0
0
0

7
5
,
2
0
0
,
0
0
0

2
3
,
7
0
0
,
0
0
0

5
1
,
4
0
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

0
0

生
駒
市
長

　
小
 
紫
　

雅
 
史

　
　
　

令
和
６

年
６
月

５
日
提
出

報
告

第
　

８
　

号

令
和
５
年
度
生
駒
市
下
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

地
方

公
営

企
業

法
第

２
６
条
第

１
項

の
規
定

に
よ
る

建
設

改
良

費
の

繰
越

額

款
項

事
　
業

　
名

予
算
計
上
額

支
払

義
務

発
生

額
翌

年
度

繰
越

額

左
の

財
源
内
訳

不
用
額

翌
年
度
繰

越
額

に
係

る
繰
越
を

要
す
る
た

な
卸
資
産

の
購
入
限

度
額

説
明

-10-



議案第 45 号 

令和６年度生駒市一般会計補正予算（第２回） 

 令和６年度生駒市の一般会計の補正予算（第２回）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，１６６，０９０千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４８，５１６，６９０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の変更は、「第２表債務負担行為補正」による。 

令和６年６月５日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 46 号 

令和６年度生駒市国民健康保険特別会計補正予算（第１回） 

 令和６年度生駒市の国民健康保険特別会計の補正予算（第１回）は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，８５８千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０，５２６，０３０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

令和６年６月５日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   

-20-



-21-



-22-



議案第 47 号 

 

生駒市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年６月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例 

生駒市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年１２

月生駒市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項を次のように改める。 

法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の左欄に掲げる本市の執行

機関が行う同表の右欄に掲げる事務及び本市の執行機関が行う特定個人番号利

用事務とする。 

第３条第３項中「法定利用事務」を「特定個人番号利用事務」に、「法別表第

２の第２欄に掲げる事務の区分に応じて同表の第４欄に掲げる特定個人情報又は

規則で定める特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、同項ただし書中「

特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 48 号 

 

   市道路線の認定について 

 

 市道路線を次のとおり認定したいから、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

整理 
路 線 名 

 起        点 

番号  終        点 

1 小明東山線支線１０号 
俵口町９４番３２先 

俵口町９４番５６先 

2 小明東山線支線１１号 
俵口町９４番４１先 

俵口町９４番５６先 

3 俵口町第１歩行者道 
俵口町９４番６１先 

俵口町９４番３１先 

4 中菜畑１丁目５号線 
中菜畑１丁目２４番３先 

中菜畑１丁目３９番１０先 

5 中菜畑２丁目６号線 
中菜畑２丁目１０５７番１先 

中菜畑２丁目９８１番１２先 

6 有里線支線２８号 
有里町１６５番１０先 

有里町１６５番３先 

7 西壱分小倉寺線支線６号 
小倉寺町６２７番先 

小倉寺町１１９番１先 

 

 

令和６年６月５日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 49 号 

 

生駒市病院事業推進委員会委員の任命について 

 

 生駒市病院事業推進委員会の委員に下記の者を任命したいから、生駒市病院事

業の設置等に関する条例（平成２１年６月生駒市条例第２３号）第１７条第４項

の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所  奈良市●●●●●●●● 

 氏  名  金 田 和 彦 

 生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

 令和６年６月５日提出 

                    

                       生駒市長 小 紫 雅 史 
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